
平成２３年度岐阜県新規採用養護教諭研修実施要項 

 

 

１ ねらい 

 実践的指導力と教育公務員としての使命感を養うとともに，幅広い知見を身に付ける。 

 

２ 対 象 

 平成２３年度に新規採用された養護教諭で，過去に当該研修を未受講の者 

 

３ 研修期間 

  研修日数   ２７日 

  ・校外研修  １２日（宿泊研修３泊４日，配置校研修１日を含む。） 

           （小・中学校は，教育事務所研修の４日を含む。） 

  ・校内研修  １５日 

 

４ 年間研修計画 

（１）県教育委員会は，新規採用養護教諭研修に係る校外研修計画を作成する。 

（２）校外研修については，「新規採用養護教諭研修（計画）【小・中学校：校外研修】」

「新規採用養護教諭（計画）【高校及び特別支援学校：校外研修】」のとおりとする。 

（３）小・中学校において，教育事務所は，県教育委員会が作成する研修計画に基づき，

事務所ごとの校外研修計画を作成する。 

（４）校長は，県教育委員会が作成する研修計画に基づき，当該学校の実情に配慮し，指 

導者の参画を得て校内研修実施計画を作成する。 

（５）校内研修実施計画については，校外における研修との関連に配慮して，指導者を中 

心とする指導・助言による研修項目，時期及びその他必要な事項を定める。 

 

５ 研修の校内体制 

（１）指導者は，校長等の指導のもとに，校内研修実施計画に従い指導・助言を行う。 

（２）校長，教頭，保健主事等は，校内研修実施計画に従い，研修項目に応じて指導・助

言に当たる。 

（３）指導者以外の教職員は，校長等の指導のもとに指導者と連携しつつ，指導・助言に

当たる。 

（４）指導者は，校内研修における指導・助言の状況を把握し，系統的，組織的な研修が

行われるようにする。 

（５）校長は，新規採用養護教諭が校外研修を受ける間，その職務が校内研修指導者又は 

他の教職員によって適切に行われるようにするなど，校内体制を整備し，業務に支障

のないように配慮する。 

 

６ 指導者 

（１）指導者の委嘱は，県教育委員会が行う。 

 (２）指導者は，原則として養護教諭の退職者で，指導者としての資質を有する者とする。

（３）指導者の任用期間は，毎年４月１日から翌年３月３１日までの範囲で県教育委員会 

  が定める。  

（４）指導者は，別紙個人調書を県教育委員会へ提出する。 

（５）指導内容は，「新規採用養護教諭研修【校内研修例】」を参考に，学校等の実情に

応じた校内研修実施計画に基づくものとする。 



（６）指導者の勤務条件は次のとおりとする。 

  ① 学校において新規採用養護教諭の校内研修の指導者としての職務を行う。 

  ② 任用期間において１日４時間，１５日間勤務する。（日時については，学校と指

導者間で相談の上，決定する。） 

   ③ 指導者は，学校の必要に応じて，新規採用養護教諭の校外研修実施日に勤務する

ことができる。（ただし，長期休業中を除く校外研修日で，１日６時間を上限とす

る。） 

    ④ 報酬は，「岐阜県各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則（昭和３１年 

   １２月７日岐阜県規則第１０４号）の２前号に掲げる職以外のもの」の中の初任者 

   （研修）非常勤講師に準ずる。 

  ⑤ 新規採用養護教諭配置校校長・指導者会議に参加する。 

 

７ 新規採用養護教諭配置校校長・指導者会議 

（１）新規採用養護教諭研修が円滑に実施できるよう，「配置校校長・指導者会議（小・

中）」，「配置校校長・指導者会議（高・特）」を設置する。 

（２）新規採用養護教諭が所属する校長，指導者，県教育委員会又は教育事務所の関係者 

等で構成する。 

 

８ 実施計画書及び報告書等の提出（「関係文書の提出について」を参照） 

（１）小・中学校 

    ① 教育事務所長は，「校内研修指導者の報告について（様式１）」を４月下旬まで 

に県教育委員会教育研修課へ提出する。 

  ② 教育事務所長は，「校内研修指導者個人調書（様式２）」，「校外研修実施計画

書（様式１０）」を作成し，４月下旬までに県教育委員会教育研修課に提出する。 

  ③ 教育事務所長は，「校外研修実施報告書（様式１１）」を翌年の３月中旬までに

県教育委員会教育研修課に提出する。 

  ④ 校長は，「校内研修実施計画書（様式３）」，「校外研修に係る補充計画書（様

式４）」を作成し，市町村教育委員会，教育事務所を通じて，６月下旬までに，県

教育委員会教育研修課に提出する。 

  ⑤ 校長は，「校内研修実施報告書（様式５）」，「校内研修記録（様式６）」の写

し，「校外研修記録カード（様式７）」の写し，「校外研修に係る補充実施報告書

（様式８）」，「校内研修指導者勤務実績簿（様式９）」の写しを作成し，市町村

教育委員会，教育事務所を通じて，翌年の３月中旬までに県教育委員会教育研修課

へ提出する。 

（２）高等学校及び特別支援学校 

    ①  校長は，「校内研修指導者の推薦について（様式１）」，「校内研修指導者個人

調書（様式２）」を４月上旬までに県教育委員会教育研修課に提出する。 

  ② 校長は，「校内研修実施計画書（様式３）」，「校外研修に係る補充計画書（様

式４）」を作成し，５月下旬までに，県教育委員会教育研修課に提出する。    

  ③  校長は，「校内研修実施報告書（様式５）」，「校内研修記録（様式６）」の写

し，「校外研修記録カード（様式７）」の写し，「校外研修に係る補充実施報告書

（様式８）」，「校内研修指導者勤務実績簿（様式９）」の写しを作成し， 翌年の

３月上旬までに，県教育委員会教育研修課に提出する。 



◇新規採用養護教諭研修（計画）【小・中学校：校外研修】  

回数 主  な  研  修  内  容 日数・時期 会    場 指導者 

 

１ 

 

・教員の服務 

・養護教諭の職務と心構え 

・健康教育の重点 

・学校保健計画及び学校安全計画等 

 

１ 

（ ４ 月 上 旬 ） 

 

 

 

 

 

 

各教育事務所 

又は研修校 

 

 

 

 

 

 

各教育事務所主事 

現職養護教諭 

 

 

 

２ 

 

 

・現地研修１ 

※保健室における執務参観と保健室経営

の進め方 

※学校環境衛生や慢性疾患の管理・健康観

察の実際等 

 

１ 

（５～６月） 

  

 

３ 

 

・現地研修２ 

※養護教諭による保健学習又は保健指導

の授業参観 

※保健室における執務参観,保健組織活動

に関すること等 

 

１ 

（９月頃） 

 

４ 

 

・配置校研修 

保健教育（保健学習や保健指導の研究授

業又は啓発活動）及び 保健室の執務参

観・指導 

 

１ 

（１０月～ 

１１月） 

 

５ 

 

・実践発表会 

・研修のまとめ 

 

 

１ 

（２月頃） 

 

６ 

 

 

・保健室における相談活動の実際 

・養護教諭の職務について 

・宿泊研修の打合せ 

 

７月５日 

 

 

 

 

総合教育センタ

ー 

 

 

 

 

外部講師 

担当指導主事 

 

 

７ 

 

 

・特別支援教育と養護教諭 

・学校における救急処置,救急体制 

・保健室来室者への対応 

 

７月２６日 

 

 

担当指導主事等 

 

 

８ 

～ 

11 

・宿泊研修 

    集団生活による研修 

    野外活動研修等 

 

８月 

２～５日又は 

９～１２日 

 

 

国立乗鞍青少年

交流の家 

(初任研と合同) 

 

担当指導主事 

 

 

 

12 

 

・実践交流 

※配置校研修での保健教育の交流 

・健康相談演習  

 

１２月１３日 

 

 

総合教育センタ

ー 

 

 

担当指導主事 

 

 



 ◇新規採用養護教諭研修【校内研修例】           

    区  分                   研   修   内   容 

基礎研修 

 

 

・学校教育目標と学校保健 

・校務分掌について 

・公文書や各種報告書について 

・職員会議への提案の仕方 

保健管理 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

 

・学校における救急処置 

・健康診断の実施計画の立案、実施、事後措置及び評価 

・保健情報の管理と活用方法 

・健康観察の効果的な進め方 

・保健室利用状況の分析と評価 

・疾病のある児童生徒への対応 

・障がいのある児童生徒への支援 

・独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する事務処理の仕 

 方 

・保健室の備品の管理 

・学校医や学校歯科医との連携の進め方 

・日常的な点検への参画と適切な実施 

・学校薬剤師との連携の進め方 

保健教育 

 

・学級活動におけるティーム・ティーチングの授業の実際 

・学校行事における保健指導 

・集団宿泊行事に伴う保健管理と保健指導 

・個別の保健指導の実際 

・効果的な資料の作成 

・ティーム・ティーチングによる体育科、保健体育科における保健学習及び関連

教科への参画の仕方 

・道徳における生命尊重等の内容項目に関する指導への参画 

・総合的な学習の時間における健康に関する指導への参画の仕方 

・保健だより、掲示物等の作成 

・保健放送等 

保健室経営 

 

 

 

 

・保健室経営の基本的な考え方 

・保健室経営計画の作成方法 

・保健室経営計画の実施と評価 

・児童生徒、教職員、保護者及び関係機関等との連携の進め方 

・保健室の設備及び備品の管理の仕方 

・学校経営、学級（ホームルーム）経営との連携 

健康相談 

 

 

・心身の健康課題への対応に向けた養護教諭の役割 

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師等の専門家との連携 

・健康相談の進め方 

・児童生徒の訴えの受け止め方・観察の仕方 

・記録の作成・活用の仕方 

・支援計画の作成・実施・評価 

・校内の相談組織との連携 

・保護者への連絡や面談の仕方 

・関係機関等との連携の進め方 

・相談に適した保健室環境設定 

保健組織活動 ・保健組織活動の意義 

・学校保健委員会の進め方と運営 

・児童生徒委員会活動の指導と工夫 

・家庭、保健所、児童相談所等の福祉関係機関及び医療機関等との連携 

 



◇新規採用養護教諭配置校校長・指導者会議（小・中） 

回    日     時 内       容    会  場 

 

１ 

 

 

 

 

   ４ 月 

※詳細は，教育事務

所ごとに示す。 

 

・指導者委嘱状交付 

・研修計画の内容及び作成 

・指導者の業務及び指導・助言に関する留意事項 

・新規採用養護教諭研修実施上の協議 等 

 

 

各教育事務所 

 

 

 

２ 

 

 

   ２ 月 

 

・研修内容の成果と課題 等 

 


